
 

 

 

 本募金は、「生活課題解決支援事業」の助成事業として採択された団体の活動に対し、寄付

者が団体や活動を指定して寄付する「使途選択募金」（テーマ型募金）です。 

 「生活課題解決支援事業」に内定した団体は、岩手県共同募金会（以下「本会」という。）

が主催する参加団体連絡会（年 3回予定）に出席し、次の募金期間中、個人・企業等に対して

募金活動を行っていただきます。 
  

○ 募金期間  
  令和５年１月から３月（共同募金拡大期間）まで 
 

○ 募金活動の方法  
  団体の概要及び助成金により実施したい事業（活動）内容、それにより解決したい課題、

募金目標額等を掲載した「振込用紙付チラシ」を活用し、個人や企業等に自らの活動・テー

マを伝えて募金活動を行います。 

  また、団体の関係先や地域の店舗等に募金箱の設置を依頼します。 

 

 ○ 助成内定後のスケジュール（予定） 
 

内 容 予定時期 備 考 

助成内定・通知 
令和４年 

8月中旬 
本会配分委員会・理事会・評議員会により内定 

第 1回参加団体連絡会 10月 今後のスケジュールや募金活動の進め方について説明 

募金運動準備 
・振込用紙付チラシの作成 

11～12月 
本会が指定する期日までに、振込用紙付チラシ・原稿デー
タを本会に提出（チラシ作成は本会が実施） 

第 2回参加団体連絡会 12月中旬 
募金活動の進め方の確認や、振込用紙付チラシ・募金箱を
各内定団体に配布 

募金活動実施 
令和５年 

1～3月 

内定団体は、上記方法により自ら募金活動を実施  
本会は、関係機関・団体等への協力依頼、過年度寄付者
へのダイレクトメール送付、ホームページへの掲載等により
募金活動を実施 

募金の受入れ 1～3月 
本会が募金の受入れを行い、寄付者に領収書と礼状を送
付（内定団体は同封するメッセージを本会に提出） 

募金実績の確定 4月末 
各団体に寄せられた募金と事業全体に寄せられた募金を
本会が集計し、実績を確定 

第 3回参加団体連絡会 5月上旬 
各団体の募金活動の実施結果及び募金実績の報告。全
内定団体の合意の上、募金実績に基づく助成額案を策定 

助成額の決定・通知 6月末 本会配分委員会・理事会・評議員会により助成額を決定 

助成金の交付 7月 
決定団体からの「事業の実施に関する誓約書」「助成計画
書」「助成金交付申請書」を受けて助成金を送金 

  
   ※ 助成が内定した団体は、助成決定前の令和 5年 4月から事業を実施することができます 

 

応募に当たっては、本紙のほか「あったかいわてプロジェクト～地域みまもり応援募金～」

実施要領を確認願います。 

あったかいわてプロジェクト～地域みまもり応援募金～の概要 


